
鶴巻ホームヘルプセンター第１号訪問事業 

（基準緩和型・予防給付型）料金  (秦野版) 

（２０２６年 ６月 １日介護保険制度改定実施版） 

１ 基本料金（国・市町村が定めた料金） 

区 分 対象者 単 位 
自己負担額 

1割負担 ２割負担 ３割負担 

基準緩和型 Ⅰ 

週１回訪問 

要支援１・２ 

事業対象者 

１ヶ月につき 

９５３ 
１,２７８円 ２,５５６円 ３,８３４円 

基準緩和型 Ⅱ 

週２回訪問 

要支援１・２ 

事業対象者 

１ヶ月につき 

１，９０３ 

 

２,５５２円 ５,１０４円 ７,６５６円 

基準緩和型 Ⅳ 
要支援１・２ 

事業対象者 

１回につき 

２１７ 

 

２９１円 ５８２円 ８７３円 

予防給付 Ⅰ 

週１回訪問（身体含む） 

要支援１・２ 

事業対象者 

１ヶ月につき 

１，１７６ 

 

１,５７７円 ３,１５４円 ４,７３１円 

予防給付 Ⅱ 

週２回訪問（身体含む） 

要支援１・２ 

事業対象者 

１ヶ月につき 

２，３４９ 

 

３,１５０円 ６,３００円 ９,４５０円 

 

項   目 単 位 利用者負担（１割） 備     考 

初回加算 ２００ ２６８円 
必要な要件に応じて開始時（再開含む）基本料

金に 1回加算します。 

※上記の料金は、地域加算×１０．４２円、介護職員等処遇改善加算Ⅰ×２８．７％が 

適用された料金となっています。 

２ その他の料金（事業所が定めた料金） 

① 当事業所の通常サービス提供地域外にお住いの方は、当事業所の訪問介護員が訪問するために必要とし 

  た交通費（実費）をいただきます。尚、車やバイクを使用しての交通費は、公共交通機関（電車、バス

等）を利用した場合の料金に換算した金額となります。 

② ご利用者様のご希望により買い物等の支援のための交通費は、ご利用者様負担となります。 

尚、訪問介護員が車やバイクを使用しての交通費は、公共交通機関（電車、バス等）を利用した場合

の料金に換算した金額を請求させていただきます。 

③ 介護保険の支給限度額を超えてのサービスご利用や、介護保険サービス外のサービスを合わせて 

ご利用いただく場合の料金は別途料金による全額自己負担となります。 

（全額自費扱い） 

④ 当日の訪問キャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになりますのでご了承下さい。 

ただしご利用者様の容態の急変など緊急やむを得ない事情がある場合にはキャンセル料は不要です。 

サービス利用日の前日 無 料 

サービス利用日の当日   １，６２０円 

 ※ １７時３０分以降は留守番対応となります。 

 

 


